
 

 

協議第４０号  

 

調整番号００４－００「経費の負担方法」について 

 

【柏原市・羽曳野市・藤井寺市】 

 前年度の基準財政需要額（消防費）の８市町村合計額に対する割合に応じ 

て市ごとに負担する。 

 

【富田林市・河内長野市・太子町・河南町・千早赤阪村】 ※(2)については 

見直し規定を設ける。 

(1) 前年度の基準財政需要額（消防費）の８市町村合計額に対する当該５市 

町村の合計額の割合に応じた金額を算出する。 

(2) (1)で算出した金額を平成２７年度から令和２年度までの消防費決算額

（消防団費その他特殊事業経費を除いた一般財源分に限る。）の平均額

に応じて按分して市町村ごとに負担する。 



事務委託 補助金・交付金 事務委託 補助金・交付金 事務委託 補助金・交付金
消防で直接実施 その他 消防で直接実施 その他 消防で直接実施 その他

広域化時に統合 広域化時に再編 広域化時に廃止
広域化後に統合 広域化後に再編 広域化後に廃止

 

検討調整結果
（計画掲載分）

【柏原市・羽曳野市・藤井寺市】
　前年度の基準財政需要額（消防費）の8市町村合計額に対する割合に応じて市ごとに負担する。

【富田林市・河内長野市・太子町・河南町・千早赤阪村】　※(2)については見直し規定を設ける。
　(1) 前年度の基準財政需要額（消防費）の8市町村合計額に対する当該5市町村の合計額の割合に応じた金額を算出する。
　(2) (1)で算出した金額を平成27年度から令和2年度までの消防費決算額（消防団費その他特殊事業経費を除いた一般財源分に
限る。）の平均額に応じて按分して市町村ごとに負担する。

広域化後の課題 効果額の検証は定期的に行うが、検証結果により上記「検討調整結果」(2)の見直しが必要となった場合、最適な負担割合とするための調整が必要と
なる。

調整区分 存続
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作業部会
- ➡協
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➡➡令和4年12月19日(済)
幹事会 ➡令和5年1月30日(済)

協議会

下記「検討調整結果」(2)の見直し規定を検討する必要がある。

令和4年度予算(千円) 2,918,227 1,648,903 1,160,633

実施方法

現 状

1.消防組合の経費は、組合市の分賦金財産より
生ずる収入、手数料その他の収入をもって支弁す
る。
2.前項の分賦金は、総額の100分の20を組合
市の均等割とし、総額の100分の80を当該会計
年度の前年度の9月末日現在における組合市の
住民基本台帳に記録された世帯数に比例して組
合市に分賦する。

消防事務委託費　算定基準（主な内容）
1.人件費
　・給与・共済費
　　　委託に伴う職員数割で負担
　・退職手当
　　　委託後の経過年数/職員の勤務年数を
　　職員数割
2.消防施設費
　　共用する消防施設費を人口割で負担
　※消防庁舎の起債償還分は1/3を人口割
　※デジタル無線・指令センター整備関連分は
　　2割を均等割、残り8割を人口割
3.その他の経常経費等　　人口割

令和4年度の消防費の市普通会計歳出予算に
占める比率は、3.5％となっており、人件費がかな
り高い割合を占めている。

課 題

決定日専門部会

根拠法令等

総務課 消防総務課
・柏原羽曳野藤井寺消防組合規約 ・太子町・富田林市消防事務の委託に関する規

約
・河南町・富田林市消防事務の委託に関する規
約
・千早赤阪村・富田林市消防事務の委託に関す
る規約

・河内長野市予算事務規則
財政課・消防総務課

(構成市町村) (柏原市・羽曳野市・藤井寺市） (富田林市・太子町・河南町・千早赤阪村) (河内長野市）
担当課

団体名 柏原羽曳野藤井寺消防組合 富田林市消防本部 河内長野市消防本部

専門部会 財政 作業部会 財政調整番号 調整項目004-00 経費の負担方法

協議会決裁区分
項目番号 004大阪南消防広域化協議会　調整調書（案）

（広域消防運営計画　先行事例一覧）

計画


